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平成 26 年 9 月 26 日 

株 式 会 社 長 崎 銀 行 

株式会社日本政策金融公庫 

長崎支店／佐世保支店 

 
 

 株式会社長崎銀行（頭取 山本 一雄）と株式会社日本政策金融公庫長崎支店（支店長 林 秀光）、

及び佐世保支店（支店長 時岡 新一郎）は、平成 26 年 9 月 25 日、地域経済の活性化に向けた業務連携・

協力に関する覚書を締結しました。 

 この取り組みは、県内に営業店を展開し、地域事業者の経営をサポートしている当行と、中小企業及び

農林水産業の支援を担う政府系金融機関である日本政策金融公庫が、創業や海外展開、農商工連携等の事

業分野ごとに連携を図り、地場企業の発展と地域経済の振興に資することを目的としています。 

両機関の強みを最大限に活かしつつ、相互にノウハウ等を補完・共有することによって、質の高いサー

ビスをワンストップで提供することが可能になりました。 

連携の大きな特徴として、次の 3点が挙げられます。 

① 経営に関するさまざまな相談、事業計画の策定支援、協調融資による多様な資金ニーズへの対応な

ど、個別に的確なサポートを提供します。 

② 創業支援では、当行が最大 3,000 万円（2機関合計の融資限度額）、金利等の融資条件面における優

遇措置を備えた新商品「ながさき創業支援資金」を創設しました。日本政策金融公庫との創業融資

制度との組み合わせで、創業企業の資金ニーズにきめ細かく対応することが可能となります。 

③ 融資手続を効率化したスキームの導入によって、借り入れ時の手続負担を軽減します。 

民間金融機関と日本政策金融公庫との連携において、今回のように民間金融機関が連携スキーム専用の

融資制度を新たに創設することは、県内では初めての試みとなります。 

今後、両機関は、定期的に情報交換を実施し、協調融資をはじめとして、各種セミナー、相談会の開催

等を積極的に推進し、地域経済活性化への貢献を目指して、連携の充実に取り組んでまいります。 

以上 

 

 

株式会社長崎銀行と株式会社日本政策金融公庫との業務連携について 

～創業支援分野において県内初となる連携スキーム専用の融資制度を創設～ 

【連携スキーム図】 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

長崎銀行 融資部 融資企画室（担当：宮田・谷村）TEL：095-829-4165 

日本政策金融公庫 長崎支店 国民生活事業 融資第三課（担当：神村）TEL：095-824-3142 


